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釜
駿
法
規
序
論

（
一
）

前

原

光

雄

（329D

餌
、
塞
職
法
規
の
意
遜
“

廟
『
塞
職
の
陵
生
及
ぴ
襲
展

　
イ
ー
世
舞
大
職
罰

　
尺
世
界
大
麟

　
①
佛
・
自
に
封
す
る
雄
襲

　
⑭
　
英
國
に
封
す
る
寮
襲

　
⑥
　
伊
・
露
に
劉
す
る
墜
襲

　
㈹
　
ド
イ
ッ
に
鋤
す
る
室
襲
（
以
上
本
號
》

巨
、
塞
麟
の
合
法
性

四
、
鍵
磯
法
規
の
猫
立
煙

竃
、
墜
験
法
規
の
現
駅

攣
職
法
規
序
働

八
七



（330）

　
　
　
　
空
戦
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
窒
職
法
親
の
慧
養

　
將
來
に
戦
孚
開
始
の
際
に
於
て
、
航
室
機
が
如
何
に
重
大
な
役
割
を
演
ず
る
か
は
、
吾
々
の
想
像
す
る
に
難
く
な

い
こ
ε
で
あ
る
。
世
界
大
職
勃
畿
當
時
に
於
て
は
、
交
載
國
の
室
軍
は
．
さ
し
て
顯
著
な
活
動
力
は
示
き
な
か
つ
た
。

然
る
に
戦
雫
の
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
各
國
航
空
機
の
活
動
は
漸
衣
に
其
活
澄
の
度
を
加
ふ
る
に
至
つ
π
。
更
に
戦

後
に
於
け
る
航
空
機
の
驚
く
べ
き
改
善
ε
登
達
ε
は
．
驚
異
に
憤
す
る
も
の
が
あ
ウ
．
吾
々
を
し
て
將
來
に
於
け
る

戦
孚
は
、
航
室
機
が
職
闘
行
爲
の
主
力
ピ
な
つ
て
活
動
し
、
勝
敗
を
分
つ
主
要
な
決
定
的
役
割
を
勤
め
る
も
の
は
、

實
に
室
軍
の
カ
に
よ
る
か
を
さ
へ
思
は
し
あ
る
こ
ご
は
、
大
戦
直
後
に
於
て
夙
に
人
々
の
滅
を
深
く
し
た
こ
ε
で
あ

る
（
－
）
。

　
交
戦
の
際
に
於
て
は
、
交
職
國
は
航
室
機
を
種
々
の
目
的
の
爲
に
使
用
す
る
こ
ε
で
あ
ら
ふ
。
こ
れ
等
は
航
室
機

の
性
能
如
何
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
事
柄
で
、
航
塞
機
が
登
達
し
優
秀
な
る
性
能
を
具
備
す
る
に
至
れ
ぱ
至
る
ほ

ご
、
そ
の
使
用
範
園
は
盆
々
鑛
大
せ
ら
れ
る
。
世
界
大
戦
の
経
験
を
以
死
し
て
も
、
敵
情
の
偵
察
、
軍
需
品
の
輪
邊
、

通
信
の
傅
遽
、
敵
軍
叉
は
敵
國
人
民
に
封
す
る
プ
・
．
ハ
カ
ン
ダ
、
敵
軍
叉
は
敵
の
都
市
其
他
敵
國
内
の
爆
撃
、
傷
病

兵
の
輸
途
．
及
び
敵
の
空
軍
ε
の
交
戦
等
其
他
、
極
め
て
多
く
の
目
的
の
爲
に
使
用
せ
ら
れ
た
。
將
楽
に
於
け
る
航

空
機
の
登
達
は
、
恐
ら
く
吾
々
の
想
像
を
許
さ
讐
る
、
新
奇
の
方
法
を
以
て
航
室
機
が
使
用
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
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い
。
孤
り
航
塞
機
の
み
な
ら
ず
、
科
學
の
進
歩
は
、
兵
器
の
登
明
・
改
善
ε
相
倹
つ
て
、
恐
ら
く
將
來
に
於
け
る
戦
孚

の
方
法
に
非
常
な
愛
化
を
齎
す
べ
き
乙
ε
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
海
職
に
於
て
然
♪
、
陸
載
に
於
て
然
ウ
、
叉

盤
戦
に
於
て
も
其
殖
ウ
で
あ
る
（
2
）
。

　
航
空
機
が
職
雫
の
目
的
の
爲
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
だ
が
、
國
際
法
上
許
さ
る
、
な
ら
ぱ
、
こ
の
航
空
機
は
、
種
々

の
揚
合
に
於
て
法
律
的
に
こ
れ
を
規
律
す
べ
き
必
要
あ
る
こ
ε
は
、
當
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
陸
載
に
於
て
陸
戦
法
規

を
、
海
戦
に
於
て
海
職
法
規
を
必
要
ピ
す
る
ε
少
し
竜
鍵
う
は
な
い
。
た
讐
、
室
職
法
規
な
る
も
の
を
濁
立
し
た
國

際
法
上
の
法
規
の
集
團
、
即
ち
陸
職
法
規
或
は
、
海
戦
法
規
の
如
く
k
取
扱
ふ
べ
き
か
、
或
は
陸
戦
法
規
叉
は
海
戦

法
規
或
は
共
双
方
を
準
用
す
れ
ぱ
足
9
る
か
に
關
し
て
は
議
論
の
蝕
地
を
存
す
る
の
で
あ
る
渉
、
少
な
く
ε
も
室
載

を
認
む
る
に
於
て
は
、
室
載
法
規
の
必
要
な
る
≧
ε
に
關
し
て
は
異
論
を
挿
む
の
鹸
地
な
き
こ
ビ
㌧
信
ず
る
。

　
第
一
に
、
開
戦
の
際
に
於
て
、
敵
國
の
領
域
内
に
在
る
自
國
私
機
に
關
し
、
或
は
又
開
戦
後
．
そ
の
事
實
を
知
ら

ず
し
て
、
敵
國
領
域
内
に
着
手
し
だ
る
私
機
k
關
し
て
は
如
何
に
こ
れ
を
取
扱
ふ
べ
き
か
、
叉
こ
れ
等
敵
國
私
機
内

の
載
貨
は
如
何
に
取
扱
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
．
こ
れ
等
に
關
し
て
は
、
「
開
戦
ノ
際
敵
ノ
商
舶
取
扱
ヒ
ニ
關
ス
ル

ヘ
ー
グ
條
約
」
を
準
用
す
べ
き
で
あ
る
か
否
や
。
叉
航
察
機
の
公
私
は
何
を
標
準
ε
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
か
P

肪
塞
機
の
公
私
は
如
何
な
る
標
識
を
以
て
現
は
す
べ
き
で
あ
る
か
P
等
の
問
題
を
生
ず
る
。

　
　
　
　
空
験
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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空
璃
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

　
第
二
に
．
航
室
機
を
公
私
に
分
つ
ピ
す
る
も
、
衛
生
上
の
目
的
を
有
す
る
航
察
機
ε
は
如
何
な
る
條
件
を
必
要
ε

し
、
又
如
何
に
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
る
か
？
　
或
は
叉
、
私
的
航
室
機
を
公
的
航
捲
機
に
灘
更
し
得
る
や
否
や
？

若
し
麓
更
し
得
る
ε
す
れ
ぱ
、
如
何
な
る
條
件
の
下
に
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
～
　
輔
度
愛
更
し
た
る
も
の
を
更
に

再
び
愛
更
し
得
る
や
否
や
？
　
こ
れ
等
に
關
し
て
は
「
商
般
ヲ
軍
艦
晶
痩
更
メ
ル
ヘ
サ
グ
條
約
」
が
適
用
せ
ら
る
べ

き
か
否
か
？
．

　
第
三
に
は
、
航
空
機
の
交
戦
手
段
が
問
題
ε
な
う
得
る
。
航
室
機
は
如
何
な
る
兵
暴
を
戦
闘
行
爲
の
爲
に
使
用
し

得
る
か
？
　
叉
如
何
な
る
方
法
に
よ
つ
て
共
兵
器
を
使
用
し
得
る
か
？
　
如
何
な
る
兵
器
、
如
何
な
る
方
法
が
禁
止

せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
？
　
な
ほ
叉
奇
計
は
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
？
　
航
塞
機
よ
り
の
プ
ロ
パ
カ
ソ
ダ
は
如
何
な

る
性
質
の
竜
の
、
叉
如
何
な
る
程
度
設
で
が
合
法
で
あ
る
か
？
　
航
室
機
を
利
用
し
て
問
牒
行
爲
を
爲
す
揚
合
に
、

≧
の
航
空
機
は
如
何
に
取
扱
は
る
べ
き
か
？
（
3
）
。
敵
の
手
に
落
ち
た
航
墨
機
及
ぴ
乗
組
員
の
取
扱
ひ
等
の
問
題
が

ヒ
れ
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
室
載
に
於
て
も
亦
、
陸
戦
及
び
海
載
ε
同
様
k
、
局
外
中
立
國
ε
交
職
國
ε
の
關
係
を
規
律
す
べ
き
法

規
を
必
要
ε
す
る
。
先
づ
中
立
國
の
横
利
ざ
観
ら
る
べ
き
も
の
、
鮎
よ
ウ
考
へ
る
菰
ら
ぱ
、
中
立
國
の
空
域
は
他
の

中
立
國
の
領
域
ビ
同
様
に
不
可
侵
を
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
か
否
か
？
　
即
ち
中
立
國
塞
域
の
法
律
的
性
質
が
決
定
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せ
ら
れ
る
を
要
す
る
。
次
に
は
、
交
職
國
の
航
空
機
及
び
其
乗
組
員
に
し
て
中
立
國
の
領
士
内
に
着
陸
し
或
は
着
水

し
驚
も
の
、
取
扱
ひ
が
問
題
ε
な
る
。
ヒ
れ
ε
反
封
k
、
中
立
國
機
の
乗
組
員
叉
は
中
立
國
機
に
し
て
、
交
戦
國
の

領
域
内
k
着
し
た
る
も
の
、
取
扱
ひ
も
規
定
せ
ら
る
べ
き
≧
ε
を
要
す
る
。

　
第
五
に
、
通
常
中
立
國
の
義
務
ε
し
て
考
へ
ら
る
、
も
の
、
中
に
は
、
交
戦
國
の
察
軍
に
濁
す
る
所
謂
載
闘
員
が

中
立
國
領
域
内
に
入
り
泥
る
場
合
に
、
中
立
國
は
こ
れ
等
の
者
の
武
装
を
解
除
し
、
こ
れ
を
一
定
の
揚
所
に
牧
容
し

て
盈
覗
す
べ
き
義
務
あ
り
や
否
や
？
　
叉
交
職
図
機
が
、
中
立
國
の
室
域
を
利
用
す
る
揚
合
、
例
へ
ぱ
．
敵
を
攻
撃

す
る
爲
の
近
路
ε
し
℃
中
立
國
上
空
を
横
断
す
る
揚
合
、
或
は
中
立
國
の
上
塞
よ
ウ
、
敵
情
を
親
察
せ
ん
ε
す
る
が

如
き
揚
合
に
於
て
．
中
立
國
は
、
か
、
る
行
爲
を
阻
止
す
る
に
必
要
な
る
手
段
を
講
ず
ぺ
き
義
務
を
有
す
る
や
否
や

？
文
交
戦
國
の
室
域
内
に
於
て
は
、
中
立
國
機
は
、
共
行
動
の
自
由
を
制
限
せ
ら
れ
．
交
戦
國
の
定
む
る
規
定
に

服
從
す
べ
き
義
務
が
あ
る
か
？
　
荷
叉
中
立
國
機
に
し
て
交
職
國
の
領
域
内
に
着
し
π
る
も
の
に
封
し
て
は
、
中
立

國
磯
其
竜
の
、
並
び
に
共
乗
組
員
は
、
如
何
に
取
扱
は
る
、
か
？
　
交
戦
國
の
占
領
地
域
内
忙
あ
る
中
立
機
は
、
交

載
國
が
ヒ
れ
を
押
牧
す
べ
き
梅
利
を
有
す
る
か
？

　
第
六
に
は
、
航
空
機
に
關
す
る
捕
獲
の
問
題
が
あ
る
。
航
空
機
の
捕
獲
は
如
何
な
る
場
合
に
適
法
に
な
し
得
る
か

？
　
捕
獲
に
關
し
て
は
海
載
の
場
合
の
捕
獲
法
規
が
航
室
機
に
も
亦
準
用
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
？

　
　
　
　
　
空
貌
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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空
畿
法
規
序
箇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
察
載
法
規
k
よ
つ
て
規
律
せ
ら
る
べ
き
事
項
は
、
も
ε
よ
6
以
上
蓮
べ
ね
諸
鮎
を
以
て
、
そ
の
全
部
を
細
羅
し
霊

し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
以
上
列
暴
し
た
諸
織
は
、
少
な
く
ピ
も
將
來
の
室
職
法
規
に
於
て
、
規
律
せ
ら
る
べ
き
重

要
な
る
も
の
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
ε
信
ず
る
。
航
塞
機
の
登
明
・
登
達
に
よ
つ
て
、
從
廉
の
卒
面
的
な
戦
雫
方
法

に
立
膿
的
な
方
法
を
加
へ
、
職
孚
法
規
は
盆
々
複
雑
の
度
を
加
へ
る
に
至
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
鼓
に
私
が
室
戦
法
規

ざ
繕
ぶ
の
は
．
「
航
空
機
を
職
孚
の
圓
的
に
使
用
す
る
こ
ε
に
ょ
つ
て
生
ず
る
交
職
國
相
互
間
．
並
び
に
交
職
國
ピ
中

立
國
問
に
登
生
す
る
種
々
の
關
係
を
規
律
す
べ
き
法
規
を
総
稽
す
る
」
も
の
で
あ
う
、
叉
航
室
機
ε
は
、
自
力
を
以
て

室
中
を
航
行
し
得
る
飛
行
機
、
飛
行
船
等
は
謂
ふ
に
及
ぱ
ず
、
自
力
を
以
て
航
行
し
得
ざ
る
繋
留
氣
球
（
詳
浮
講

。
壱
け
誰
）
、
或
は
風
力
を
利
用
し
て
飛
翔
す
る
自
由
氣
球
（
田
ま
議
一
響
霧
）
等
は
も
ピ
よ
ウ
、
或
時
は
水
上
を
航
行
し

叉
或
時
は
室
中
を
飛
翔
す
る
が
如
き
飛
行
艇
ピ
呼
ぱ
る
、
も
の
等
総
て
を
包
含
す
る
（
4
）
。

　
　
（
】
）
將
來
の
腰
嬢
に
於
け
る
航
寝
機
の
役
割
に
關
し
て
は
U
・
罫
ω
鼠
騎
～
≧
『
零
薯
R
麟
民
竃
鷲
凝
詳
・
ご
撃
亨
鴇
以
下
滲
照
，

　
　
（
2
）
　
パ
リ
ー
で
叢
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
継
誌
嶋
．
く
β
．
．
は
、
凶
九
三
一
年
二
月
に
「
次
の
験
轡
ド
ロ
噂
．
9
ザ
既
”
鵬
眉
。
躍
。
』
と
い
ふ
題
を
柑
し
た
特
別

　
　
　
　
號
を
護
行
し
た
o
そ
れ
に
は
、
將
來
の
陸
・
潅
及
ぴ
塞
載
に
關
し
て
興
味
あ
る
記
事
が
浦
載
し
℃
あ
る
o
興
内
容
た
る
や
興
味
本
位
の
雑

　
　
　
　
誌
記
事
と
し
て
、
一
笑
に
附
し
難
い
も
の
が
あ
る
と
信
ぞ
る
o

　
　
（
3
）
世
界
大
駿
に
於
で
は
、
航
塞
機
を
利
用
し
℃
間
牒
を
敵
地
に
潜
入
せ
し
め
た
蜜
例
が
度
々
あ
つ
た
、
恐
ら
く
將
棄
も
．
こ
の
方
法
は
用
ひ

　
　
　
　
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
ふ
。

　
　
（
4
）
　
一
九
一
一
三
年
へ
ー
グ
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
察
載
扶
規
案
第
一
條
に
よ
れ
ば
，
「
本
塞
職
法
規
ハ
、
鍵
氣
ヨ
リ
モ
輕
キ
モ
ノ
タ
ル
ト
重
キ
モ



（鋤）

　
　
　
　
ノ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
叉
水
上
昌
浮
游
シ
得
ル
モ
ノ
タ
ル
ト
否
ト
隅
一
關
セ
ズ
、
総
テ
ノ
航
察
機
昌
樹
シ
テ
之
ヲ
適
用
ス
も
と
規
定
し
℃
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
空
職
の
醗
生
及
び
霞
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
、
世
界
大
戦
前

　
航
空
機
を
戦
孚
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
ε
、
即
ち
塞
戦
が
實
現
せ
ら
る
、
に
至
つ
た
の
は
、
人
問
が
空
氣
よ
ウ
も

輕
塾
氣
髄
を
利
用
し
得
る
に
至
つ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
最
初
に
輕
氣
球
が
邉
ら
れ
た
の
は
、
一
七
八
三
年
六
月
玉
日

の
こ
ε
で
あ
つ
た
。
こ
の
氣
球
は
、
共
の
氣
嚢
の
ヰ
に
熱
し
た
空
氣
を
充
満
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
所
謂
熱
室
氣
球

（
B
9
蒔
o
臼
卑
o
）
ピ
稽
ば
れ
る
繋
留
氣
球
で
あ
つ
た
（
5
）
。
『
フ
ラ
ソ
ス
に
於
て
は
、
國
幌
議
會
の
議
員
ギ
ュ
イ
ト
ソ
．

ド
ゥ
・
モ
ル
ヴ
ォ
参
（
O
ξ
ε
箒
3
竃
o
ミ
。
暫
6
は
夙
に
科
學
委
員
會
（
9
ヨ
昆
邑
皇
。
。
昏
旨
3
昌
6
）
に
於
て
、
氣
球
を
軍

隊
に
使
用
し
て
偵
察
の
作
用
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
の
有
盆
な
る
旨
を
提
案
し
、
噌
七
九
三
年
四
月
二
日
に
物
理
學
者

ク
審
テ
〃
（
0
2
匡
げ
）
を
隊
長
ε
す
る
世
界
最
初
の
航
室
隊
が
設
立
せ
ら
れ
、
叉
同
時
に
世
界
最
初
の
航
空
學
校
ε

し
て
有
名
な
メ
警
ド
ソ
の
航
空
學
按
（
邸
8
一
。
匹
．
器
言
轟
暮
。
。
。
審
国
o
＆
窪
）
が
設
立
せ
ら
れ
た
。
從
つ
て
、
航
室
機
を

最
初
に
軍
用
に
供
し
た
の
は
フ
ラ
ソ
ス
で
あ
つ
だ
。
耶
ち
．
輔
七
九
四
年
六
月
二
十
六
日
の
フ
ロ
7
ル
ユ
ス
（
国
9
…
の
）

の
戦
ひ
k
こ
れ
を
使
用
し
、
こ
の
戦
ひ
に
於
け
る
勝
利
は
、
ク
U
テ
ル
の
指
揮
下
k
あ
つ
た
繋
留
氣
球
ラ
ン
ト
ゥ
ル

プ
ル
ナ
ソ
號
（
一
．
国
暮
器
冥
窪
碧
侍
）
の
功
績
に
負
ふ
所
極
め
て
多
か
つ
た
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。
其
他
フ
ラ
ソ
ス
は
、
マ
イ

　
　
　
　
空
載
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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空
職
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
四

ア
ソ
ス
の
包
園
（
。
自
菩
。
驚
冒
藁
窪
8
）
k
も
亦
繋
留
氣
球
を
使
用
し
た
（
6
）
。
な
ほ
フ
ラ
ソ
ス
は
、
一
七
九
九
年
二
月

十
七
日
迄
に
ポ
ソ
、
3
プ
レ
ソ
ツ
及
び
ア
ソ
デ
ル
ナ
，
ク
等
k
於
て
も
繋
留
氣
球
を
使
用
し
泥
が
、
あ
ま
う
顯
薯
な
敷

果
は
牧
め
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ソ
は
エ
ヂ
プ
ト
蓮
征
の
際
に
、
二
個
の
航
空
除
中
の
一
を
伸
つ
た
が
、
彼
は
パ
リ
蓼
に
離
還
後
航
塗
隊

を
解
散
し
、
航
室
學
校
も
閉
鎖
し
た
。
こ
れ
は
彼
が
實
戦
の
経
験
上
、
氣
球
の
兵
器
ε
し
て
の
敷
果
の
思
は
し
か
ら

ざ
る
を
繕
つ
た
の
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
共
後
一
八
一
二
年
ナ
ボ
レ
オ
ソ
の
モ
ス
コ
書
蓮
征
の
際
に
於
て
、
讐
シ
ヤ
は
剛
個
の
大
自
由
氣
球
を
飛
ぱ
し
て
、

行
進
す
る
フ
ラ
ン
ス
軍
に
封
し
て
火
藥
ε
霰
強
ε
よ
ク
な
る
爆
彊
を
投
下
し
π
が
、
佛
軍
の
行
進
し
來
る
よ
う
は
、

早
魍
ぎ
て
爆
登
し
た
爲
に
敷
果
を
あ
げ
得
な
か
つ
た
（
7
）
。

　
一
八
一
五
舘
ア
ソ
ヴ
属
ル
函
（
＞
箋
o
誘
軸
卜
糞
類
9
℃
）
が
包
園
せ
ら
れ
た
際
に
、
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
要
塞
指
令
官
カ
ル
ノ

書
（
9
彗
9
）
は
、
繋
留
氣
球
に
よ
つ
て
敵
情
を
偵
察
し
た
。

　
一
八
四
九
年
オ
7
ス
ト
リ
ヤ
軍
が
ヅ
昌
ニ
ス
を
包
園
し
泥
際
、
オ
蓼
ス
ト
ヲ
ヤ
軍
は
同
市
を
攻
撃
す
る
目
的
を
以

て
、
爆
強
を
搭
載
し
た
二
〇
〇
の
小
自
由
氣
球
を
飛
ぱ
し
セ
。
然
し
．
風
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
軍
の
方
に
向
つ
て
吹
い

た
が
爲
k
、
．
≧
の
時
の
損
書
は
、
攻
園
軍
彪
る
オ
ー
ヌ
ト
リ
ヤ
軍
の
方
が
、
被
攻
園
軍
よ
う
も
多
か
つ
た
ε
の
こ
ε



（謝）

で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
ヵ
の
南
北
載
孚
中
、
一
八
六
二
年
に
米
人
ア
ラ
ソ
（
≧
一
塁
）
は
繋
留
氣
球
を
利
用
し
て
、
電
信
を
以
て
通

信
し
、
な
ほ
共
際
に
敵
陣
を
撮
影
し
た
（
8
）
。

　
輔
八
七
〇
ー
七
一
年
の
普
佛
戦
孚
の
際
、
．
ハ
リ
ー
が
普
軍
の
爲
に
包
園
せ
ら
れ
た
時
に
、
佛
軍
の
自
由
氣
球
が
有

敷
な
活
動
を
爲
し
た
≧
ピ
は
あ
2
り
に
も
著
名
な
話
で
あ
る
。
即
ち
佛
軍
は
、
｝
八
七
〇
年
十
月
七
日
攻
園
せ
ら
れ

泥
パ
リ
7
の
亭
情
を
地
方
へ
通
信
す
る
爲
の
通
信
丈
ε
、
地
方
k
於
て
佛
軍
の
再
墨
を
圏
る
爲
の
ガ
ム
ペ
ヅ
タ
（
O
雲
・

ぼ匿

）
の
乗
る
も
の
等
を
始
め
ε
し
、
六
十
四
個
の
自
由
氣
球
を
飛
ぽ
し
泥
。
こ
れ
等
の
中
八
個
は
目
的
を
達
し
得

な
か
つ
た
ε
の
こ
ピ
で
あ
る
。
佛
軍
の
こ
の
行
動
は
、
パ
フ
U
ε
地
方
ピ
の
聯
絡
を
保
つ
爲
に
は
甚
だ
敷
果
が
あ
つ

た
。
な
ほ
、
一
八
七
一
年
に
普
軍
が
メ
ト
ラ
メ
プ
ー
ル
（
ω
幹
蚕
。
。
ぴ
2
お
）
を
包
園
し
ね
ε
き
は
、
今
度
は
普
軍
で
繋
留

氣
球
を
使
用
し
た
（
9
）
。

　
一
八
七
〇
年
の
普
佛
職
孚
以
後
に
於
て
、
氣
球
の
研
究
熱
は
頓
に
加
は
う
、
殊
に
操
縦
し
得
る
氣
球
の
襲
見
に
努

め
た
。
そ
し
て
7
ラ
ソ
ス
は
ガ
ム
ペ
，
タ
の
功
綾
に
刺
戟
さ
れ
て
再
ぴ
軍
用
航
塞
除
を
組
織
す
る
に
至
つ
た
。
そ
し

て
≧
の
軍
用
航
塞
隊
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
極
東
に
於
け
る
戦
闘
に
滲
加
し
た
。
例
へ
ば
、
塾
ソ
キ
ソ
（
弓
c
葬
ぎ
）
に
於
て

さ
う
で
あ
つ
ね
。
其
他
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
（
竃
沿
身
鵯
。
・
8
『
）
及
び
支
那
等
に
於
て
も
使
用
し
た
。
欧
洲
の
他
の
諸
國
、
殊

　
　
　
　
　
豊
験
法
親
序
爾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



（338）

　
　
　
　
空
載
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
大

k
濁
．
英
、
填
、
伊
及
び
露
等
に
於
て
も
夫
々
航
塞
機
の
研
究
に
努
め
、
こ
れ
算
の
國
々
も
實
戦
に
氣
球
を
慮
用
し

て
重
要
な
る
敷
果
を
牧
め
た
。
例
へ
ぱ
、
ト
ウ
ラ
ソ
ス
プ
ァ
，
ル
（
早
馨
零
欝
一
）
の
戦
ひ
、
ス
蓄
ダ
ソ
（
ω
c
＆
墜
）
の
戦

ひ
、
ア
ゼ
シ
昌
ヤ
（
》
ξ
艶
鼠
o
）
の
職
ひ
及
び
米
西
戦
孚
等
に
も
氣
球
が
使
用
せ
ら
れ
た
。
其
抱
日
露
戦
孚
に
於
て
も
、

一
九
〇
四
年
遼
陽
に
於
て
日
本
軍
が
こ
れ
を
使
用
し
た
（
－
o
）
。

　
以
上
の
如
く
に
、
繋
留
氣
球
及
び
自
由
氣
球
は
度
々
戦
雫
の
目
的
に
使
用
せ
ら
れ
、
敵
情
の
偵
察
、
蓮
信
及
び
爆

登
物
の
投
下
等
を
實
行
し
た
が
、
氣
球
の
候
鮎
は
航
行
の
自
由
を
欠
く
鮎
で
あ
つ
て
、
一
八
八
四
年
に
フ
ラ
ソ
ス
の

ル
ナ
U
ル
（
切
o
塁
民
）
及
び
ク
レ
プ
（
国
話
富
）
雨
大
尉
が
飛
行
船
登
明
の
端
緒
を
臓
見
し
て
以
崇
、
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
伯
號

の
出
現
逡
に
は
、
圖
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
努
力
が
各
國
の
問
に
於
て
梯
は
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
飛
行
機
が
現
在
の

苅
き
長
足
の
進
歩
を
見
な
い
時
代
、
即
ち
一
九
一
〇
年
頃
に
は
設
だ
、
飛
行
船
の
軍
用
ε
し
て
の
債
値
が
軍
事
專
門

家
に
よ
つ
て
力
設
せ
ら
れ
、
例
へ
ば
、
ク
レ
マ
ソ
テ
ル
氏
（
罫
Ω
蓼
。
旨
。
一
）
は
、
陸
軍
省
の
輔
般
豫
算
に
關
し
て
、

飛
行
船
は
戦
孚
に
於
て
は
、
偵
察
、
通
信
、
敵
に
封
す
る
攻
撃
及
び
敵
の
意
鼠
を
氾
喪
せ
し
め
る
上
に
極
め
て
敷
果

あ
る
旨
を
力
詮
し
て
ゐ
る
。
勿
論
現
在
で
も
、
飛
行
船
讃
美
論
者
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
問
に
在
つ
て
一
九
〇
二
年
に
ラ
イ
ト
兄
弟
が
飛
ん
で
以
來
、
飛
行
機
は
樋
足
の
進
歩
を
途
げ
て
、
既
に
一
九

一
一
ー
一
二
年
の
伊
土
戦
夢
に
於
て
は
、
イ
タ
リ
」
側
は
リ
ピ
イ
（
崔
σ
器
）
の
戦
ひ
に
於
て
飛
行
機
を
使
用
し
た
。



（33の

≧
れ
に
封
し
ト
ル
コ
は
外
國
人
の
飛
行
家
を
報
酬
を
佛
つ
て
雇
ひ
入
れ
、
伊
軍
に
慮
戦
し
た
。
叉
輔
九
一
二
ー
一
三

年
の
バ
〃
カ
ソ
載
孚
に
於
て
は
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
飛
行
家
は
ト
ル
コ
艦
隊
の
上
寮
を
飛
行
し
て
偵
察
し
、
叉
聯
合
軍
は

敵
の
要
塞
を
爆
撃
し
、
莫
他
プ
ル
ガ
リ
ヤ
側
で
は
、
自
國
軍
の
包
園
せ
る
ア
ド
リ
ヤ
ノ
ー
プ
ル
の
街
に
、
飛
行
機
を

以
て
宣
言
交
を
投
下
し
た
ε
の
≧
ε
で
あ
る
（
n
）
。

　
扁
九
一
四
年
、
フ
ラ
ソ
ス
は
モ
ロ
．
3
に
於
て
タ
ザ
（
凝
器
）
を
奪
取
し
陀
際
に
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
飛
行
機
は
逡
征

軍
指
導
の
任
を
帯
び
て
長
期
に
亘
る
偵
察
を
な
し
、
殊
に
自
國
の
砲
兵
除
ピ
密
接
な
共
同
動
作
を
執
つ
て
、
砲
兵
除

の
敵
軍
に
封
す
る
砲
盤
を
室
中
偵
察
に
よ
つ
て
援
助
し
、
命
中
を
正
確
な
ら
し
め
た
。

　
以
上
は
世
界
大
駿
前
に
於
て
航
室
機
が
實
載
の
用
に
供
さ
れ
た
實
例
の
概
観
で
あ
る
。
世
界
大
戦
の
勃
曇
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

其
進
行
中
に
於
て
、
航
室
機
に
ば
箸
し
き
進
歩
が
あ
う
、
從
つ
て
大
職
に
於
け
る
航
空
機
の
活
躍
は
可
成
り
目
畳
し

い
も
の
が
あ
つ
た
こ
ε
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
荷
叉
大
載
絡
了
後
k
於
て
、
更
に
航
塞
機
の
改
善
、
磯
蓮
に
は
顯

薯
な
る
も
の
が
あ
蚤
、
途
に
現
在
の
如
き
験
態
に
達
し
だ
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
5
）
鍔
眉
o
耳
■
島
蚕
督
馨
ぎ
矯
暑
㊥
ω
’
ど
ぎ
含
穿
ミ
・
。
。
舅
多
贈
急
一
雪
鶏
喜
9
曇
窪
器
9
駐
剛
言
窪
3
一
邊
も
・
一
。。

p

　
　
（
6
）
　
〉
・
男
o
甥
♂
■
o
魯
o
饗
巨
＆
①
ヨ
o
島
o
『
舶
§
3
弓
●
昌
9
噂
。
＄
ひ
∴
昭
．
閨
鍔
o
峯
一
ρ
↓
，
一
蒙
象
＾
一
3
岸
営
2
ヨ
葺
o
彗
脚
讐
呂
3
↓
・
一
酬
℃

　
　
　
　
U
O
沖
崩
℃
o
＝
匂
o
▽
画
一
、
o
o
．
9

　
　
（
7
）
　
男
睾
6
崔
5
0
マ
昏
．
ヤ
8
0
∴
属
窪
ぐ
占
o
費
昌
艮
3
0
亨
魯
．
肇
一
〇
。
蝉

　
　
　
　
鍵
磯
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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（8

）

（9

）

（
m
）

（
11
）

鯉
載
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

鎖o

塁
ー
8
匿
o
び
o
ヤ
島
陣
●
マ
一
〇〇
ド

匂
・
に
窮
窪
島
ゆ
症
一
〇
搾
魯
置
讐
智
σ
讐
諾
嵩
り
噂
・
房
二
＝
窪
薫
－
8
＝
睾
ゑ
3
0
ヤ
島
・
℃
．
一
〇
〇
悼
∴
問
碧
一
9
箆
9
0
マ
魯
・
唱
■
ひ
O
O
。

r
男
o
影
5
島
鳩
■
霧
℃
壁
箴
O
義
黛
『
嘔
一
鶴
誘
幕
瀞
昌
o
詮
房
一
〇
8
監
評
蕾
ご
墨
。
二
〇
砕
o
諦
島
鶴
o
q
o
房
（
男
・
O
．
O
・
同
’
這
一
ひ
）
℃
。
む
『

。
；
薯
∴
》
男
o
浮
も
亨
息
翰
も
●
＄
ご
ぎ
詳
o
ヤ
費
ω
ふ
．
こ
・
．
塑
9
ヨ
3
同
器
馨
き
壁
＝
署
駕
＾
＝
ざ
≦
σ
ま
≦
き
這
8
℃

〈
o
一
。
一
．
マ
劇
U
Qo
－
軌
O
．

男”暮冨一

飼
o
噂
●
息
齢
．
ヤ
“
O
O
ふ
O
μ
茜
国
身
q
－
8
響
昌
乱
雪
り
o
℃
．
6
剛
噂
。
℃
．
一
〇〇
卓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
世
界
大
戦

　
世
界
大
載
中
に
於
け
る
各
國
航
盛
機
の
活
躍
を
詳
細
に
敲
蓮
す
る
こ
ε
は
、
塞
職
法
規
序
論
ε
し
て
の
本
稿
の
目

的
で
は
な
い
の
で
、
以
下
に
於
て
は
、
大
戦
中
に
於
け
る
各
國
航
室
機
活
動
に
鳥
轍
的
一
瞥
を
與
へ
る
こ
ε
、
し
よ

う
。
既
述
の
如
く
、
世
界
大
載
中
に
於
て
は
、
航
空
機
殊
に
飛
行
機
に
は
、
そ
の
性
能
に
於
て
著
し
き
進
歩
は
あ
つ

た
竜
の
、
、
然
し
大
載
中
の
各
棚
室
軍
の
活
動
は
、
現
在
の
航
室
機
駿
逮
の
程
度
よ
ウ
見
れ
ぽ
、
比
較
し
得
な
い
ほ

ピ
微
力
な
も
の
で
あ
つ
た
。
ス
ペ
イ
ト
の
言
ム
ε
こ
ろ
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
輔
四
年
に
於
て
は
、
室
軍
な
る
も
の
は
殆

ん
ご
存
在
し
な
か
つ
陀
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。
そ
し
て
交
載
國
中
に
於
て
航
空
省
を
宥
す
る
の
は
英
國
だ
け
で
あ
つ
た
。

英
國
は
大
戦
絡
了
の
際
に
於
て
は
、
二
二
、
0
0
0
蔓
の
航
室
機
を
有
し
、
毎
日
の
飛
行
機
製
逡
能
力
は
、
九
〇
壁
で

あ
つ
た
。
こ
れ
を
開
戦
當
時
英
國
の
有
し
て
ゐ
乾
輔
二
〇
蔓
の
飛
行
機
、
而
も
そ
の
申
で
實
際
飛
び
得
る
も
の
は
五
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三
蔓
に
魍
ぎ
な
か
つ
た
絵
態
ε
比
べ
れ
ぱ
、
實
に
隔
世
の
威
が
あ
る
（
珀
）
。
設
π
フ
ラ
ソ
ス
に
於
て
も
、
一
九
一
四
年

八
月
十
五
日
現
在
で
は
、
五
個
の
飛
行
船
ピ
四
個
の
飛
行
隊
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
輔
九
哺
八
年
十
一
月

一
日
現
在
で
は
、
七
十
玉
個
の
飛
行
除
を
備
ふ
る
に
至
つ
た
ピ
謂
ひ
、
或
は
叉
開
職
當
時
フ
ラ
ン
ス
の
有
し
た
航
寮

機
数
は
、
十
一
個
の
飛
行
船
ピ
、
五
〇
〇
蔓
の
飛
行
機
で
あ
つ
乾
ε
も
謂
は
れ
る
。
一
九
一
四
年
八
月
十
七
日
の
タ

ン
紙
の
記
す
ε
ヒ
ろ
k
よ
れ
ぱ
、
ド
イ
ッ
は
十
七
個
の
飛
行
船
置
、
五
〇
〇
壷
の
飛
行
機
（
水
上
機
竜
含
む
）
を
有
し
、

英
國
は
、
七
個
の
飛
行
船
ピ
ニ
五
〇
壷
の
飛
行
機
を
有
す
る
、
ε
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
概
略
の
歎
字
で

あ
つ
て
．
正
確
な
る
歎
を
知
る
≧
ピ
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
（
B
）
。

　
ω
　
佛
。
白
に
封
す
る
空
襲
、

　
大
載
開
始
以
後
最
初
の
空
中
爆
撃
は
、
一
九
一
四
年
八
月
二
十
五
日
、
ツ
ェ
．
ペ
リ
ソ
に
よ
リ
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
封

し
て
行
は
れ
た
。
こ
の
時
ツ
呂
ッ
ペ
リ
ソ
が
投
じ
た
歎
個
の
爆
強
中
の
哺
は
、
ナ
ソ
三
リ
ザ
ペ
。
ト
（
幹
匡
剛
鶏
訂
浮
）

病
院
に
命
中
し
、
同
病
院
の
一
部
を
破
壊
し
た
。
共
他
多
く
の
家
屋
が
爆
破
せ
ら
れ
、
八
名
の
死
者
を
出
し
た
。
共

中
の
三
名
は
2
だ
就
寝
中
で
あ
つ
た
ε
の
こ
ピ
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
の
飛
行
機
が
最
初
に
バ
リ
7
の
上
空
に
飛
來
し
牟

の
は
、
｝
四
年
八
月
三
十
日
の
≧
置
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
九
月
一
日
、
二
日
及
ぴ
二
十
七
日
ピ
九
月
中
に
は
三
同
襲

撃
し
た
。
最
初
の
襲
撃
の
際
に
は
爆
揮
は
投
下
し
た
が
、
さ
し
ね
る
被
害
は
な
か
つ
ね
。
二
十
七
日
襲
撃
の
際
に
は
、

　
　
　
　
　
鰹
験
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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虫
馳
【
法
蕩
序
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

敷
個
の
爆
弾
を
投
じ
、
其
中
輔
個
は
明
か
k
エ
，
ζ
ル
塔
を
目
標
ε
し
て
投
下
せ
ら
れ
、
非
常
な
爆
登
力
を
以
て
爆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

登
し
、
附
近
の
家
屋
の
窓
礁
子
を
け
し
飛
ぱ
し
、
一
老
人
ε
彼
の
子
供
を
死
に
至
ら
し
め
た
が
、
そ
れ
以
上
の
損
審

は
無
か
，
つ
た
。
同
月
二
十
五
日
に
は
、
ド
イ
ッ
飛
行
機
は
ペ
ル
ギ
，
の
ゲ
ソ
ト
（
の
汀
暮
）
を
襲
ひ
、
二
個
の
爆
聾
を

投
じ
た
。
其
中
の
一
暉
は
家
屋
の
一
部
を
破
壊
し
た
が
、
人
命
の
損
傷
は
無
か
つ
た
。
こ
れ
よ
ウ
先
、
九
月
一
日
に

猫
機
は
、
り
昌
ネ
ヅ
ィ
ル
（
■
毒
警
欝
o
）
を
爆
撃
し
、
其
嘲
暉
は
市
揚
に
落
下
し
た
。
そ
し
て
四
十
六
人
を
殺
し
、
五
十

人
を
負
傷
せ
し
め
た
。
こ
れ
等
の
幟
牲
者
の
殆
ん
ご
全
部
は
、
彼
等
の
畑
に
禺
兼
た
僅
か
な
品
々
を
寅
る
爲
に
、
こ

の
市
揚
に
來
て
ゐ
た
貧
し
い
女
蓬
で
あ
つ
た
。
こ
の
爆
撃
後
の
妖
態
を
目
撃
し
た
人
の
談
に
よ
る
ε
、
そ
の
場
所
は

恐
ろ
し
ψ
虐
殺
場
の
観
を
呈
し
、
顔
は
具
黒
に
な
，
、
手
足
は
メ
ラ
！
￥
に
な
つ
π
死
鰹
が
横
弥
は
ウ
、
血
汐
は
飛

び
散
つ
て
、
眼
も
管
て
ら
れ
澱
凄
蒼
な
る
光
景
で
あ
つ
た
さ
う
で
あ
る
。
ヒ
の
爆
繋
に
績
き
、
シ
」
ソ
・
ζ
看
ぞ

マ
ル
ヌ
（
O
冨
ざ
9
凸
眉
マ
目
畦
器
）
、
ノ
，
ジ
ャ
ソ
。
シ
昌
U
ル
．
セ
イ
ヌ
（
目
O
鵯
暮
あ
昌
撃
齢
ぎ
O
）
、
ル
，
ル
（
目
軽
O
）
、
ア
ミ

ア
ン
（
ト
ヨ
一
〇
霧
）
、
コ
ソ
ビ
エ
ー
一
＝
（
O
o
ヨ
℃
串
ぴ
q
器
）
、
㍗
ウ
ロ
ア
イ
呂
（
↓
茜
蜜
窃
）
、
ヴ
ィ
ト
リ
イ
。
ル
・
フ
ラ
ソ
ン
ア
（
＜
岸
ぐ
－

μ？

男轟昌

2
一
肋
）
、
ク
レ
ピ
イ
・
ア
γ
●
ザ
ァ
廿
ア
（
O
菰
℃
騰
轟
守
く
巴
O
甘
）
、
ハ
，
ゼ
プ
ル
D
ク
（
属
恥
N
o
酵
O
員
犀
）
、
ゼ
ラ
ル
ド
メ

ル
（
○
窪
畦
匹
B
窪
）
、
エ
ペ
〃
ネ
奮
（
国
℃
¢
暮
鱒
男
）
、
サ
ソ
●
オ
メ
Ψ
ル
（
ω
鑑
旨
O
菖
R
）
、
バ
〃
o
ル
●
ド
昌
書
ク
（
団
程
占
o
－
U
8
）
、

ポ
ソ
●
ア
●
ム
，
ソ
ソ
（
弓
9
竿
㍗
目
o
胡
8
旨
）
、
プ
U
ロ
ー
禍
二
（
頃
o
岳
o
σ
q
田
）
、
ア
ル
ペ
7
ル
（
》
一
ぽ
濤
）
等
の
市
邑
が
爆
撃
を
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受
け
た
（
M
）
。

　
越
へ
て
十
四
年
十
月
に
入
つ
て
は
、
〆
リ
塵
は
一
日
、
八
日
、
十
醐
日
及
び
十
二
日
の
四
同
の
爆
撃
を
受
け
た
。

ヒ
の
中
十
二
日
の
察
襲
に
は
、
二
十
個
以
上
の
爆
暉
が
バ
リ
，
の
各
所
に
投
下
せ
ら
れ
、
三
名
を
殺
し
、
十
四
名
を

傷
け
た
。
そ
の
中
一
個
の
爆
弾
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
に
落
下
し
た
が
爆
登
し
な
か
つ
た
。
又
他
の
も
の
は
、
ガ
ー

〃
。
ド
♂
ノ
雷
ル
（
O
禦
9
倉
2
0
浮
一
）
及
び
ナ
シ
・
ラ
ザ
7
ル
（
ω
“
い
器
鴛
。
）
を
目
標
ε
し
た
も
の
で
あ
る
ピ
云
は
れ

て
ゐ
る
o

　
翌
十
五
年
三
月
濁
機
は
叉
も
バ
フ
ー
及
び
其
近
郊
を
空
襲
し
た
。
然
し
こ
の
時
は
私
人
の
住
宅
を
破
壊
し
、
少
数

の
非
戦
闘
員
を
傷
け
た
k
過
ぎ
な
か
つ
た
。
同
月
蓬
．
ペ
リ
ソ
は
カ
．
レ
イ
（
9
一
静
）
を
襲
撃
し
て
九
名
を
死
に
至
ら

し
め
た
。
≧
の
犠
牲
者
の
大
部
分
は
、
り
聖
《
ピ
自
。
）
よ
う
避
難
し
た
餓
蓮
從
業
員
で
、
室
車
の
中
に
起
居
し
て
ゐ

た
者
で
あ
つ
た
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。
同
年
五
月
に
入
φ
、
パ
リ
7
は
更
k
十
一
日
、
二
十
二
日
及
び
二
十
四
日
の
三

同
に
亘
つ
て
空
襲
き
れ
だ
が
、
こ
の
時
は
幸
に
、
大
し
た
損
害
は
被
ら
な
か
つ
た
。

　
翌
十
六
年
一
月
二
十
九
日
、
バ
フ
馨
は
更
に
濁
機
の
見
舞
ふ
ε
こ
ろ
ε
な
ウ
、
此
時
は
二
十
三
名
の
非
載
闘
員
を

殺
し
、
三
十
名
を
傷
け
、
多
数
の
私
人
の
住
宅
を
破
壊
し
た
。
，
こ
れ
等
の
犠
牲
者
の
大
部
分
は
婦
人
、
見
童
で
、
中

に
は
七
人
よ
6
成
る
家
族
の
全
部
が
機
牲
ε
な
つ
た
様
な
不
幸
な
者
も
あ
つ
た
。
同
年
七
月
二
十
七
日
k
は
、
濁
機

　
　
　
　
幽
職
法
親
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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空
載
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
〇
二

は
ク
レ
ピ
イ
・
ア
ソ
・
ヴ
ァ
・
ア
（
ρ
魯
累
窪
－
〈
鑑
畠
）
を
襲
撃
し
、
ン
ラ
ソ
ジ
昌
・
タ
ヲ
ペ
oD
9
塁
鴨
↓
鼠
）
電
呼
ぱ
れ
る

ス
ヰ
ス
系
の
若
い
娘
が
犠
牲
ε
な
つ
た
。

　
暫
ら
く
バ
リ
，
の
空
襲
を
中
止
し
て
ゐ
た
濁
機
は
、
十
七
年
三
月
に
襲
來
し
、
其
後
七
月
二
十
七
日
夜
よ
ウ
八
日

k
か
け
て
又
バ
リ
警
を
襲
つ
た
が
、
大
な
る
損
害
を
輿
へ
得
な
か
つ
陀
。
濁
軍
k
よ
る
塞
中
爆
撃
は
、
殆
ん
ご
無
差
別

的
ε
も
謂
ム
ベ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
佛
・
自
の
病
院
、
・
教
會
、
歴
史
的
記
念
物
等
k
封
し
て
も
盛
に
爆
撃
を
加
へ
た
。

殊
に
日
中
に
於
て
敵
の
軍
隊
に
爆
盤
を
加
へ
得
な
か
つ
た
揚
合
に
は
、
夜
k
入
つ
て
衛
生
的
施
設
に
封
し
て
投
暉
す

る
≧
ε
が
屡
々
で
あ
つ
た
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。
殊
に
十
七
年
八
月
フ
ラ
ソ
ス
の
ヅ
晶
ル
グ
ソ
（
く
o
鼠
§
）
戦
線
に
行
は

れ
た
も
の
、
如
き
が
そ
れ
で
あ
つ
て
、
こ
の
際
に
は
百
名
以
上
の
死
傷
者
を
出
し
、
赤
十
字
の
徽
章
が
上
室
よ
り
明

か
に
認
め
得
る
に
も
拘
ら
ず
、
自
己
に
危
瞼
無
し
ε
み
て
低
室
飛
行
を
試
み
て
爆
蝦
を
敢
行
し
た
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
。

八
月
二
十
日
夜
十
一
時
に
一
燭
機
は
ヴ
ァ
ド
ラ
ソ
ク
ー
ル
（
〈
箋
。
蛋
5
8
§
）
の
蒲
院
を
爆
焼
せ
し
め
、
ヴ
．
ン
ダ
ム
嬢

（
亀
一
。
＜
婁
鼠
ヨ
B
o
）
を
死
に
至
ら
し
め
、
同
夜
更
に
、
病
院
ε
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
シ
ヤ
ト
7
・
ド
♂
ブ
テ
’

モ
ソ
テ
イ
ロ
ソ
（
畠
簿
o
鎧
含
｝
践
亨
言
o
葺
富
ぎ
霧
）
を
爆
撃
し
て
、
負
傷
者
を
牧
容
せ
る
叫
廣
間
が
二
個
に
断
ち
切

ら
れ
て
し
2
つ
だ
。
更
に
叉
同
年
九
月
四
日
よ
ウ
五
日
に
亘
つ
て
行
は
れ
π
ヅ
ァ
ド
ラ
ソ
ク
7
ル
病
院
の
室
襲
に
は
、

十
九
人
の
死
者
ε
、
二
十
六
人
の
重
傷
者
を
出
し
た
。
而
も
こ
れ
等
の
爆
撃
は
何
れ
も
故
意
に
行
ば
れ
た
も
の
で
あ
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る
。
何
ε
な
れ
ぱ
、
機
上
よ
ウ
明
瞭
に
赤
十
字
の
徽
章
が
認
あ
得
る
か
ら
で
あ
る
、
ε
い
ふ
の
が
被
害
國
の
見
解
で

あ
る
。
越
え
て
一
九
一
八
年
に
は
、
又
も
バ
リ
聖
の
襲
撃
が
決
行
せ
ら
れ
た
。
即
ち
一
月
三
十
日
の
夜
よ
う
三
十
一

日
k
か
け
て
燭
機
の
爆
盤
を
受
け
、
死
者
約
五
十
名
．
負
傷
者
二
百
名
以
上
を
出
し
た
、
そ
し
て
其
被
害
者
中
に
は

例
に
ょ
つ
て
多
歎
の
婦
人
・
兄
童
が
在
つ
た
．
こ
の
爆
撃
は
無
差
別
的
に
行
は
れ
．
私
人
の
住
宅
、
公
共
の
建
築
物
、

慈
善
病
院
．
教
會
其
他
が
襲
盤
せ
ら
れ
た
。
一
暉
は
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
k
命
中
し
て
火
災
を
起
し
た
が
、
幸
に
も
大

事
に
至
ら
ず
し
て
清
し
止
む
る
を
得
だ
。

　
四
月
に
は
号
ク
フ
邑
ラ
璽
の
寄
附
を
以
て
、
人
道
的
見
地
よ
う
職
線
よ
ウ
遠
か
ら
臓
廣
々
た
る
森
林
中
k
建
て
ら

れ
て
あ
る
野
職
病
院
が
空
襲
せ
ら
れ
た
。
幸
に
も
こ
の
揚
合
に
は
、
牧
容
者
を
直
ち
に
地
下
室
に
移
轄
し
た
の
で
事

無
き
を
得
た
。
又
五
月
k
は
職
線
k
在
る
、
英
、
米
の
病
院
も
亦
濁
機
に
襲
撃
せ
ら
れ
ね
。
こ
れ
等
の
病
院
は
、
謂

ム
設
で
も
な
く
、
大
赤
十
字
を
以
て
其
性
質
を
明
示
し
て
ゐ
る
ε
ヒ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
置
月
十
九
日
夜
よ
う
二
十

日
に
亘
つ
て
は
、
多
激
の
病
院
の
在
る
エ
タ
ッ
プ
久
国
雷
℃
μ
畠
）
が
室
襲
せ
ら
れ
ね
。
こ
の
攻
撃
に
よ
つ
て
三
百
名
の

傷
病
者
が
死
傷
せ
ら
れ
た
。
病
院
ピ
し
て
最
後
に
室
襲
を
受
け
π
も
の
は
、
四
千
名
を
牧
容
す
る
英
國
の
病
院
で
あ

つ
た
。
こ
の
襲
撃
に
よ
り
約
一
千
五
百
名
の
死
傷
者
を
出
し
、
共
中
に
は
四
十
五
名
の
馨
師
ε
看
護
卒
及
び
看
護
婦

が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
杢
磯
法
規
序
駒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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杢
載
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

　
同
年
三
月
k
は
、
八
日
、
十
日
及
び
十
三
日
の
三
同
に
亘
つ
て
、
パ
リ
警
が
叉
竜
塞
襲
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
多
量

の
爆
彊
が
投
下
せ
ら
れ
、
其
中
に
は
殊
に
病
院
が
目
標
ピ
せ
ら
れ
た
だ
の
こ
ざ
で
あ
る
。
多
数
の
建
築
物
が
破
壊
せ

ら
れ
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
．
、
勿
論
婦
人
・
見
童
の
儀
牲
者
も
多
数
に
あ
つ
だ
。
こ
の
頃
よ
ら
以
後
、
パ
ソ
驚
は

ゴ
，
タ
（
O
g
訂
）
形
の
飛
行
機
に
襲
盤
せ
ら
れ
た
（
1
5
）
。
共
後
八
月
六
日
忙
更
に
．
ハ
リ
ー
が
室
襲
せ
ら
れ
た
際
に
は
、

二
百
二
十
八
個
の
爆
弾
が
パ
リ
享
k
投
下
せ
ら
れ
、
二
名
の
死
者
ε
三
百
九
十
二
名
の
負
傷
者
を
出
し
π
。
八
月
十

玉
日
以
降
に
於
て
は
バ
リ
U
へ
の
爆
彊
投
下
は
殆
ん
ご
休
止
の
釈
態
ピ
な
ウ
、
た
讐
九
月
十
五
日
の
夜
再
び
こ
れ
を

行
つ
て
、
少
数
の
犠
牲
者
を
出
し
だ
に
過
ぎ
な
い
（
1
6
）
．

　
　
（
1
2
）
　
o
o
冨
㎡
ぎ
u
卜
穿
℃
o
名
R
”
昌
店
笥
鷺
翫
o
q
身
｝
憎
・
昼

　
　
（
13
）
男
o
謹
鼠
前
掲
、
四
九
九
買
及
ぴ
同
買
註
五
、
勺
睾
。
峯
『
前
揚
、
六
〇
一
頁
註
一
灘
照
、

　
　
9
）
　
）
・
鼠
象
讐
器
g
国
・
い
俸
ヨ
8
0
”
一
一
①
昏
o
腎
岱
窃
鴨
房
〇
二
稗
㎎
一
〇
署
G
身
G
に
山
旨
o
o
噂
一
罵
一
●
↓
。
ド
℃
．
＄
一
曾
象
ご
O
”
ヨ
3
一
忌
o
㌘

　
　
　
　
髭
餓
o
自
巴
鼠
司
勢
瓢
ら
島
o
胡
9
固
唱
賀
り
く
o
一
・
H
・
℃
●
“
誘
占
O
。

　
　
（
∬
）
　
ド
イ
ッ
は
英
佛
の
攻
繋
用
に
飛
秤
機
と
ツ
ヱ
ッ
ペ
リ
ン
と
を
用
ひ
た
。
然
し
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
は
鰹
験
の
結
果
度
々
失
敗
し
た
こ
と
玉
。
失

　
　
　
　
敗
に
よ
る
損
讐
の
莫
大
で
あ
る
等
よ
り
し
て
、
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
に
代
る
べ
き
プ
ー
タ
形
な
る
大
形
の
飛
行
機
を
使
租
し
始
め
た
。
O
臭
詳

　
　
　
　
と
は
即
ち
盈
§
診
（
E
大
）
の
意
味
で
あ
つ
て
、
大
駿
當
時
の
飛
行
機
と
し
て
は
E
大
な
も
の
矯
あ
つ
た
。
即
ち
九
人
の
桀
組
員
を
有
し
、

　
　
　
　
三
匠
O
ー
六
〇
〇
堀
の
爆
彌
を
搭
載
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゴ
ー
タ
式
飛
行
瀬
は
、
多
く
奨
國
襲
蹄
に
使
用
せ
ら
れ
た
。

　
　
（
1
6
）
　
鼠
翫
管
器
9
■
伽
ヨ
8
8
蟻
o
》
島
，
ヤ
ひ
9
山
診
マ
罐
μ
ム
婚
U
O
彗
3
0
℃
．
o
置
り
・
覇
P
8
6
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一
九
一
入
年
十
二
月
十
九
日
の
フ
4
ガ
ロ
紙
及
ぴ
デ
バ
紙
の
報
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぱ
、
十
四
卑
に
パ
リ
ー
（
郊
外
を
含
ま
ず
）
か
襲
つ
た

　
　
　
　
敵
機
臓
四
十
五
で
、
其
中
十
七
騰
ほ
十
月
十
一
日
に
、
十
五
年
に
は
七
十
櫛
が
襲
來
し
、
翼
中
六
十
二
機
ほ
三
月
二
十
日
に
、
十
六
年
に

　
　
　
　
は
六
十
一
機
、
十
七
年
に
は
十
四
機
、
十
入
年
は
休
駿
前
の
十
ケ
月
間
に
三
百
九
十
六
機
が
爽
襲
し
、
一
、
一
＝
一
名
の
犠
牲
者
を
出
し
、

　
　
　
　
其
中
死
肇
四
〇
二
名
，
傷
脅
八
〇
九
名
で
あ
つ
た
o

　
③
　
英
國
に
封
す
る
室
襲

　
大
職
中
、
ド
イ
ッ
の
英
國
に
封
し
て
加
へ
舵
塞
中
襲
撃
は
可
成
う
猛
烈
な
も
の
で
あ
つ
て
、
ド
イ
ッ
の
封
英
態
度

は
、
全
く
特
殊
の
怨
恨
を
持
つ
た
も
の
に
封
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
つ
た
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
同
盟
及
び
聯
合

國
側
の
見
地
に
よ
れ
ぱ
、
ド
イ
ッ
、
の
ツ
ェ
．
ペ
ヲ
ン
及
び
飛
行
機
に
よ
る
空
襲
は
、
何
等
防
守
せ
ら
れ
ざ
る
都
市
村
落

k
封
し
て
、
全
然
無
差
別
的
に
行
は
れ
、
一
般
國
民
を
畏
怖
せ
し
あ
る
≧
芝
を
唯
一
の
目
的
ビ
し
て
ゐ
た
か
の
観
が

あ
つ
た
ピ
の
こ
ε
で
あ
る
。

　
先
づ
、
一
五
年
輔
月
の
始
あ
に
行
は
れ
た
室
襲
を
最
初
ピ
し
、
三
ケ
年
問
不
規
則
的
に
、
引
き
績
き
行
は
れ
た
の

で
あ
つ
て
、
ヒ
の
最
初
の
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
ヤ
U
マ
ウ
ス
（
く
畦
ヨ
窪
9
）
の
襲
肇
で
は
、
数
個
の
私
人
の
家
屋
を

破
壊
し
、
歎
人
を
殺
し
π
。
そ
の
被
害
の
大
部
分
は
老
人
及
び
婦
人
・
子
供
で
あ
つ
た
。
次
で
六
月
に
は
、
英
國
の

東
北
海
岸
が
空
襲
せ
ら
れ
た
．
そ
し
て
二
十
四
名
を
殺
し
、
四
十
名
を
傷
け
た
。
こ
の
場
合
も
、
犠
牲
者
の
大
部
分

は
婦
人
・
見
童
で
あ
つ
た
。
更
に
同
年
十
月
十
三
日
夜
よ
り
十
四
日
か
け
て
ロ
ン
ド
ソ
及
び
東
部
地
方
に
行
は
れ
た

　
　
　
　
　
窪
識
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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聖
一
載
法
規
序
翰
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

ツ
ェ
．
ッ
ペ
リ
ソ
の
襲
盤
は
可
成
り
猛
烈
で
あ
つ
て
、
五
十
六
名
の
死
者
ε
百
十
四
名
の
負
傷
者
を
出
し
た
。
こ
れ

等
の
死
者
の
中
の
或
者
は
、
不
意
の
空
襲
に
驚
き
、
そ
の
ζ
．
ク
の
爲
に
死
し
だ
ピ
の
こ
ε
で
あ
る
。
共
他
幾
棟
か

の
倉
庫
を
倒
壊
せ
し
め
、
叉
ド
．
ク
を
も
破
壊
し
た
（
π
）
。

　
翌
十
六
年
一
月
三
十
一
圓
夜
に
は
矢
張
ウ
東
海
岸
地
方
が
襲
は
れ
、
ダ
書
ビ
イ
（
ご
無
耳
）
、
ラ
イ
セ
ス
タ
U
（
一
訟
－

o
窃
5
『
）
顎
リ
ソ
カ
聖
ソ
（
ピ
冒
8
『
）
、
サ
フ
ォ
U
ト
（
ω
騨
慶
げ
簿
）
、
ノ
ー
フ
ォ
D
ク
（
2
巽
a
欝
）
、
ヅ
フ
ォ
じ
ク
（
9
藻
げ
蜀
）
等

の
伯
爵
領
が
爆
撃
せ
ら
れ
、
六
十
七
名
が
死
し
、
百
一
名
（
或
は
百
十
七
名
ε
も
謂
は
れ
る
）
が
傷
い
た
。
犠
牲
者
中

に
は
、
六
十
八
名
の
婦
人
ε
八
名
の
子
供
が
あ
つ
た
。
破
壊
せ
ら
れ
或
は
損
傷
を
受
け
た
建
築
物
中
に
は
、
教
圃
に

附
燭
す
る
建
物
輔
棟
．
教
會
及
び
数
個
の
工
揚
が
あ
つ
た
。
次
に
同
年
二
月
九
日
に
は
、
ラ
ム
メ
ゲ
，
ト
（
刃
彗
田
鴉
8
）

及
ぴ
プ
ロ
書
ド
ス
テ
ア
7
ス
（
卑
8
（
算
帥
詳
）
が
爆
撃
せ
ら
れ
、
其
内
一
彌
は
寄
宿
禽
に
命
中
し
て
数
名
の
子
供
を
殺

傷
し
た
。
同
年
三
月
に
は
ケ
ソ
ト
（
浮
暮
）
が
室
襲
さ
れ
、
十
二
名
が
死
し
、
三
十
五
名
が
傷
ψ
た
が
、
被
害
者
は
例
に

よ
つ
て
、
大
部
分
婦
人
。
見
量
で
あ
つ
詑
。
更
に
同
年
九
月
五
日
に
は
十
三
壷
の
飛
行
船
が
英
國
を
襲
ひ
、
・
ソ
ド
ソ

及
び
中
部
の
工
業
中
心
地
を
爆
盤
し
た
が
、
僅
少
の
死
傷
者
を
出
し
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
績
い
て
、
同
月

二
十
三
日
に
又
々
空
襲
を
被
ウ
、
死
者
三
十
八
名
（
三
十
名
ε
も
云
は
れ
る
）
、
質
傷
者
百
二
十
五
名
（
百
十
名
ε
も
云

は
れ
る
）
を
出
し
た
。
ノ
，
ス
1
㍉
ド
ラ
ソ
ド
・
タ
ウ
ソ
（
Z
9
9
墨
象
p
＆
目
9
琵
）
で
は
輔
禮
拝
堂
が
爆
盤
を
受
け
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て
完
全
に
破
壌
さ
れ
、
四
十
戸
の
家
屋
が
損
壌
せ
ら
れ
、
爆
彊
の
藪
個
は
勢
働
者
街
に
落
下
し
た
。
同
年
五
月
二
十

五
日
に
は
ロ
ン
ド
ソ
、
7
†
，
ノ
ス
ト
7
ソ
（
問
〇
一
『
8
諾
）
及
び
ド
管
ヴ
ァ
U
（
U
o
く
亀
）
に
猛
烈
な
る
爆
撃
が
行
は
れ
、

七
十
六
名
を
殺
し
、
百
七
十
四
名
を
傷
け
た
。
こ
れ
等
の
中
に
は
、
七
十
名
の
婦
人
ε
四
十
二
名
の
子
供
が
交
つ
て

ゐ
る
。
更
k
翌
日
、
即
ち
六
月
十
三
日
に
行
は
れ
た
ロ
ソ
ド
ソ
の
空
襲
は
一
層
凄
惨
を
極
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
所

謂
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ソ
ド
ソ
が
爆
盤
の
目
標
電
な
ウ
、
五
百
八
十
九
名
の
犠
牲
者
を
出
し
、
共
中
百
五
十
七
名
は
死
亡
し

た
。
死
者
中
に
は
十
六
名
の
蹄
人
ε
二
十
六
名
の
見
童
が
含
設
れ
て
ゐ
る
。
負
傷
者
四
百
三
十
二
名
中
の
百
二
十
二

名
は
婦
人
、
九
十
四
名
は
見
童
で
あ
る
。
叉
七
月
四
日
に
は
ハ
ー
ウ
ィ
．
チ
（
国
弩
鉱
魯
）
が
襲
撃
せ
ら
れ
、
八
名
を
殺

し
二
十
二
名
を
傷
け
た
。
更
に
三
日
後
の
七
月
七
日
に
は
叉
も
や
恐
る
べ
き
盛
襲
が
・
ソ
ド
ン
に
敢
行
せ
ら
れ
、
三

十
二
蔓
の
濁
機
が
翼
を
蓮
ね
て
奈
襲
し
た
。
こ
の
結
果
、
三
十
七
名
は
爆
死
し
、
百
四
十
二
名
（
百
四
十
一
名
ピ
も

云
は
れ
る
）
は
傷
い
た
。
越
え
て
翌
八
月
十
一
百
に
は
、
人
回
六
萬
五
千
を
有
す
る
ナ
ウ
ス
晶
ソ
ド
（
ω
盆
浮
。
区
）
が

襲
撃
せ
ら
れ
、
貧
民
街
の
住
宅
二
十
七
月
が
爆
破
き
れ
、
三
十
二
名
が
蜷
れ
た
。
其
中
に
は
十
三
名
の
婦
人
ε
九
名

の
見
童
ε
が
あ
る
。
同
月
二
十
二
日
k
は
、
ド
書
ヅ
ァ
，
、
ラ
ム
ス
ゲ
U
ト
及
び
マ
，
グ
蓼
ト
（
竃
彗
磯
§
）
が
濁
機
に

襲
は
れ
、
績
い
て
翌
二
十
三
日
に
エ
セ
ッ
ク
ス
（
閃
馨
図
）
は
蓬
．
ペ
ソ
ソ
の
襲
盤
に
遇
ひ
、
婦
人
九
名
ご
見
量
六
名
を
含

む
多
敷
の
死
者
ε
、
五
十
名
の
負
傷
者
を
出
し
π
。
≧
の
時
期
よ
う
ツ
ェ
ツ
ペ
リ
ソ
叉
は
飛
行
機
に
よ
る
英
國
へ
の

　
　
　
　
　
鍵
駿
法
窺
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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空
職
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

襲
撃
は
殆
ん
ご
蓮
績
的
に
實
行
せ
ら
れ
、
狙
薇
を
極
め
た
。
十
月
一
日
に
ロ
ソ
ド
ン
は
再
ぴ
襲
撃
せ
ら
れ
、
九
名
の

死
者
ピ
四
十
二
名
の
負
傷
者
を
出
し
た
、
是
等
の
中
で
最
も
セ
ン
セ
，
シ
。
ナ
ル
な
る
も
の
は
十
月
十
九
日
よ
う
二

十
日
忙
亘
つ
て
の
超
ハ
も
へ
那
凶
の
襲
撃
で
あ
つ
た
。
此
時
は
英
佛
雨
國
の
領
士
を
飛
翔
し
て
雨
國
人
民
の
心
謄
を

寒
か
ら
し
め
た
が
、
セ
ン
セ
事
シ
ョ
ン
の
大
な
る
k
比
し
、
超
ツ
呂
．
ペ
リ
ン
の
牧
め
た
敷
果
は
香
し
か
ら
ざ
る
も
の

で
あ
つ
た
。
即
ち
英
國
に
於
て
は
数
名
の
無
享
の
民
を
虐
殺
し
た
に
過
ぎ
す
、
又
フ
ラ
ソ
ス
に
於
て
は
何
等
の
結
果

を
も
牧
め
得
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
等
の
ツ
ェ
．
ペ
リ
ソ
の
或
も
の
は
英
佛
機
の
爲
に
射
落
さ
れ
、
或
は
海

中
に
沈
没
し
た
も
の
も
あ
り
、
鰺
め
な
結
果
k
絡
つ
た
。

　
翌
十
八
年
輔
月
二
十
八
日
に
は
、
ゴ
ヲ
タ
式
機
に
よ
つ
て
、
・
ソ
ド
ソ
は
二
同
の
整
襲
を
う
け
た
。
長
時
問
に
亘

る
室
中
戦
が
展
開
せ
ら
れ
、
市
民
の
避
難
所
が
崩
壊
し
て
五
十
八
名
の
死
者
ビ
百
七
十
三
名
の
負
傷
者
を
閏
し
た
。

次
に
は
二
月
十
七
夜
よ
ウ
十
八
日
k
か
け
、
・
ソ
ド
ソ
は
叉
も
や
爆
撃
せ
ら
れ
、
更
に
三
月
七
日
の
夜
よ
う
八
日
及

び
五
月
k
も
又
室
襲
せ
ら
れ
た
。

　
一
九
一
八
年
三
月
に
於
け
る
英
國
政
府
の
公
表
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
一
八
年
二
月
十
三
日
迄
に
、
ド
イ
ツ
の
室
襲
に

よ
る
英
國
非
載
闘
員
の
損
害
は
．
死
者
一
、
二
八
四
名
．
負
傷
者
三
、
一
〇
五
名
ε
の
こ
電
で
あ
る
（
鳩
）
。

　
　
（
1
7
）
　
0
碧
3
一
竪
慧
麟
曾
巴
『
罰
聾
島
9
0
矩
9
＝
累
爲
り
一
遷
ρ
く
9
ト
マ
ま
野
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
襲
繋
は
十
五
年
十
月
十
三
日
と
な
つ
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て
ゐ
る
が
、
客
窪
畏
偉
犀
鳶
9
β
犀
9
島
山
諺
O
爵
。
二
鎖
O
霧
幕
蟄
G
一
争
G
鴇
矯
↓
」
・
噂
』
認
に
よ
れ
ぱ
十
月
十
五
圓

　
　
　
　
と
な
つ
℃
ゐ
る
o
爾
者
共
、
死
者
．
負
傷
者
は
同
一
矯
あ
る
か
ら
、
二
同
の
異
つ
た
襲
幣
と
ぽ
考
へ
ら
れ
な
い
o
從
つ
℃
、
何
れ
か
一
方

　
　
　
　
の
誤
り
で
あ
る
o
な
ほ
”
o
一
ぎ
脳
の
論
丈
（
次
の
註
滲
照
V
で
ぱ
十
三
日
夜
よ
り
十
四
圓
に
か
け
て
と
な
り
亀
叉
ド
イ
ッ
海
軍
省
の
コ
ム

　
　
　
　
．
二
；
ケ
に
も
十
三
日
夜
よ
り
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
メ
リ
．
；
．
〃
等
の
誤
り
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
其
仙
、
犠
牲
者
の
蟄
字
に
關
し
て

　
　
　
　
も
著
潜
は
必
ず
し
も
一
致
し
℃
ゐ
な
い
o

　
　
翁
）
　
黛
旨
3
0
》
鑑
『
暫
ま
O
ム
語
U
蜜
蜜
量
魯
■
簡
目
g
o
3
0
y
身
・
り
ひ
U
↑
か
鴇
∴
閃
〇
一
巨
伽
｝
■
霧
層
冨
島
2
＄
3
置
撃
弩
o
器
蔚
旨
o

　
　
　
　
量
冨
一
。
8
β
穿
身
慧
峯
g
制
身
孕
番
鴨
目
噂
送
ま
翁
・
9
ご
』
・
悼
）
層
鴇
q
山
農
滲
照
9

　
③
伊
。
露
に
封
す
る
空
襲

　
英
・
佛
及
び
白
に
封
す
る
室
襲
が
主
ε
し
て
、
或
は
專
ら
濁
逸
に
よ
つ
て
行
は
れ
た
ε
同
様
に
、
イ
タ
ヲ
7
に
鋼
す

る
塞
襲
は
オ
璽
ス
ト
リ
ヤ
・
一
ソ
ガ
リ
イ
に
よ
つ
て
途
行
せ
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
署
が
オ
7
ス
ト
ヲ
ヤ
に
宣
戦
を
布
皆

す
る
や
、
其
翌
朝
即
ち
、
一
九
一
五
年
五
月
二
十
四
日
の
午
前
、
一
填
機
は
ヅ
ご
ス
の
上
塞
に
委
を
現
は
し
、
最
初

の
塞
襲
を
行
つ
た
。
そ
れ
以
來
、
イ
タ
リ
，
は
常
に
填
機
の
脅
す
ピ
≧
ろ
ピ
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
一
五
年
十
月
二
十
五
日
、
デ
グ
リ
・
ス
カ
ッ
チ
（
審
α
q
鵠
Oo
o
器
鑑
）
教
會
及
ぴ
チ
エ
ボ
ロ
（
弓
一
聲
〇
一
〇
）
の
大
壁
甕
が
旗
（
機

の
爲
に
爆
撃
を
受
け
た
。
こ
の
壁
寮
は
「
マ
リ
ヤ
宅
よ
ウ
・
㌧
ト
（
蓼
糞
ε
へ
の
移
輔
」
を
描
い
た
有
名
な
糟
で
あ

つ
π
が
、
填
機
の
爆
撃
に
よ
つ
て
粉
砕
せ
ら
れ
た
。
翌
月
即
ち
十
一
月
に
は
、
填
機
は
ヴ
孟
ナ
（
く
巽
o
塁
）
を
襲
磐

し
て
三
十
名
を
殺
し
、
四
十
九
名
を
負
傷
せ
し
め
た
。
、
こ
の
時
爆
彊
は
市
場
忙
落
下
し
て
、
田
含
よ
ウ
果
物
や
野
茱

　
　
　
　
　
空
載
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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空
繊
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

を
頁
る
爲
に
來
て
ゐ
た
多
く
の
農
夫
を
殺
傷
し
た
。
婦
人
見
童
に
も
多
数
の
蟻
牲
濟
を
出
し
、
一
強
を
以
て
よ
く
十

九
名
を
爆
死
せ
し
め
た
ε
の
≧
ε
で
あ
る
。
然
し
何
等
軍
事
的
な
損
害
は
無
か
つ
ね
。
璽
十
二
月
に
は
ア
ソ
コ
畜
ン

（
＞
き
ぴ
湿
）
が
襲
撃
せ
ら
れ
た
。
填
機
の
攻
撃
目
標
ε
す
る
ε
こ
ろ
は
、
教
會
、
墨
校
、
・
一
般
市
民
の
住
宅
匿
域
等
で

あ
つ
た
ピ
の
≧
ε
で
あ
る
。

　
十
六
年
二
月
十
二
日
に
は
、
填
機
は
ラ
ヴ
ニ
ン
ナ
（
閃
零
窪
召
）
及
び
北
部
イ
タ
ソ
U
の
諸
都
市
を
襲
撃
し
た
。
こ
の

攻
撃
の
結
果
、
十
五
人
が
殺
審
せ
ら
れ
、
多
敷
の
負
傷
者
を
出
し
た
。
そ
れ
笛
の
中
に
は
薮
名
の
婦
人
及
び
見
童
が

含
ま
れ
て
⑳
る
。
其
他
ラ
ヅ
ジ
ナ
に
在
る
一
病
院
ε
サ
ソ
ト
・
ア
ホ
リ
ネ
，
ル
（
oo
臥
蕊
璽
》
鷲
罠
轟
ぎ
）
ε
い
ふ
過
去

に
於
け
る
最
も
有
意
義
な
記
念
物
舵
る
教
奮
が
爆
破
せ
ら
れ
た
。
同
時
に
填
機
は
ヅ
レ
ス
チ
ァ
（
ぎ
霧
。
『
）
、
ベ
ル
ガ

ム
（
国
程
鵯
3
0
）
、
ミ
ラ
ノ
（
竃
瀞
ぎ
）
、
モ
γ
ツ
ァ
（
嵩
書
鍔
）
、
ト
ゥ
レ
ヴ
ィ
ス
（
↓
蒜
註
器
）
、
リ
ミ
高
（
盈
ヨ
ぎ
一
）
、
ヅ
4
サ
ン

ス
（
〈
穿
5
8
）
、
フ
ェ
ラ
碧
溜
（
男
o
・
．
黄
誘
）
、
バ
ヲ
（
国
鉱
）
等
の
諸
都
市
を
盤
襲
し
、
ミ
ラ
ノ
に
於
て
は
十
六
名
の
死
者

を
出
し
、
又
ト
ゥ
レ
ヴ
4
ス
k
於
て
は
市
揚
に
集
つ
た
群
集
を
目
が
け
て
投
曝
し
た
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。

　
同
年
八
月
九
日
及
び
十
六
日
の
夜
は
、
叉
も
ヴ
ェ
ニ
ス
が
襲
撃
せ
ら
れ
、
縄
元
一
、
一
〇
〇
年
に
築
逡
せ
ら
れ
た
ナ
ソ

タ
・
マ
リ
ヤ
・
7
オ
〃
モ
ナ
（
ω
巴
旨
薗
鴇
騨
ユ
騨
蜀
o
『
e
o
器
）
は
爆
撃
の
爲
に
火
災
を
起
し
、
．
ハ
ル
ス
汐
ぎ
費
）
の
下
糟
を
訟

ピ
イ
し
た
モ
ザ
イ
ク
の
天
井
及
び
輔
三
四
四
年
k
．
ハ
オ
レ
，
チ
富
き
ζ
δ
の
筆
に
成
る
壁
霊
が
破
壊
せ
ら
れ
た
。
幸
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に
も
、
圓
屋
根
は
奇
蹟
的
に
災
厄
よ
り
免
る
、
を
得
泥
。
そ
の
代
9
、
翌
日
に
は
サ
ソ
・
ゼ
エ
ト
ロ
・
イ
ソ
．
ヵ
ス
テ

質
（
望
昌
漂
魯
δ
ぎ
O
器
鼠
ざ
）
が
火
災
を
起
し
た
。
更
に
叉
十
二
日
及
ぴ
十
三
日
の
夜
に
は
、
サ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
（
望
ぎ
亨

｝o

程
）
及
ぴ
サ
ソ
・
㎡
1
〃
（
O
O
鉱
亭
評
＆
教
會
が
爆
撃
せ
ら
れ
、
圓
天
井
を
破
壌
し
、
内
部
を
粉
砕
し
た
。
填
機
は
ナ

y
・
マ
〃
コ
寺
院
及
び
ド
．
ヂ
六
ご
o
鵯
）
の
宮
殿
を
目
標
ピ
し
て
、
爆
彊
を
ヒ
れ
に
藥
中
し
驚
が
、
幸
に
も
命
中
を
苑

れ
鷺
。
な
ほ
、
共
仙
に
も
爆
盤
を
加
へ
π
が
、
さ
し
沈
る
結
果
を
牧
め
得
な
か
つ
た
。
同
年
十
一
月
に
は
パ
ド
ゥ
重

（
弓
銭
o
器
）
が
爆
撃
せ
ら
れ
彪
〇

　
十
七
年
二
月
二
十
日
夜
よ
り
二
十
一
日
に
亘
つ
て
パ
ド
，
要
は
三
同
の
室
襲
を
受
け
た
。
其
際
一
病
院
が
攻
撃
せ

ら
れ
て
二
名
の
看
護
婦
が
死
し
、
多
歎
の
建
築
物
が
破
壊
せ
ら
れ
た
。
同
年
の
暮
に
ぱ
、
地
上
の
封
伊
戦
に
敗
れ
た

猫
填
軍
は
、
室
職
に
復
讐
の
慧
氣
を
込
め
て
、
蓮
績
的
に
塞
襲
を
敢
行
し
た
。
即
ち
、
バ
サ
ノ
（
劇
霧
器
き
）
．
ヴ
4
ナ
ソ

ス
（
≦
8
5
8
）
、
メ
メ
ト
ゥ
ル
（
罵
8
霞
o
）
、
ト
ゥ
レ
ヴ
ィ
ス
、
毛
ソ
テ
ベ
ル
ナ
（
国
o
旨
魯
o
穿
轟
）
、
ヵ
ス
一
7
ル
フ
ラ
ソ
コ

（
O
鶴
富
5
睾
8
）
、
バ
ド
ゥ
ー
、
漣
り
等
が
襲
は
れ
る
ε
こ
ろ
ε
な
う
、
噌
般
市
民
、
殊
に
婦
人
見
童
よ
う
多
数
の
犠

牲
者
を
出
し
距
。
輔
定
の
歴
史
的
記
念
物
が
殊
に
攻
撃
の
目
的
ピ
せ
ら
れ
、
就
中
パ
ド
ゥ
ー
に
於
て
は
、
ド
警
汽
サ

ン
ト
（
の
慧
ε
）
寺
院
、
並
び
に
ナ
ソ
。
ヅ
ァ
レ
ソ
チ
ノ
（
oo
彗
く
路
昌
ぎ
）
、
カ
ル
ム
（
O
彗
話
）
寺
院
等
が
甚
大
な
被
害
を

受
け
セ
。
≧
れ
ε
同
時
に
、
襲
術
的
・
歴
史
的
建
築
物
、
例
へ
ぱ
、
輔
一
六
〇
年
に
建
設
せ
ら
れ
た
カ
ツ
．
三
ツ
ェ
リ

　
　
　
　
空
職
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
一
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空
壌
法
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ニ

ノ
（
O
勲
壁
国
器
島
ぎ
）
及
び
圖
轡
館
、
學
校
、
市
役
斯
及
．
ぴ
市
民
博
物
館
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
翌
十
入
年
二
月
五
日
及
六
日
に
亘
つ
て
は
、
ヴ
』
ス
、
パ
ド
ゥ
ー
、
ト
ゥ
レ
ヅ
ィ
ス
及
ぴ
メ
ス
ト
ゥ
〃
等
が
爆
撃
せ

ら
れ
た
。
殊
に
ト
ゥ
レ
ヴ
ィ
ス
の
病
院
が
襲
撃
せ
ら
れ
て
、
市
民
中
八
名
の
死
者
ε
十
名
の
負
傷
者
を
出
し
た
。
叉
メ

ス
ト
ゥ
ル
は
長
時
問
に
亘
つ
て
六
同
の
襲
撃
を
受
け
、
ツ
ォ
ル
ダ
ン
（
N
o
巳
睾
）
病
院
で
は
、
多
歎
の
看
護
人
が
死
し
或

は
傷
け
ら
れ
た
。
同
年
三
月
十
一
日
夜
よ
歩
十
二
日
に
亘
つ
て
一
飛
行
船
が
ナ
ボ
リ
の
上
塞
に
現
は
れ
て
、
同
市
を

爆
撃
し
、
多
敷
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
殊
に
、
コ
ル
ソ
・
ヅ
ィ
ト
リ
オ
・
エ
コ
一
玄
ル
（
∩
o
臣
o
＜
探
o
ユ
o
国
琴
ヨ
窪
霧
ざ
）

養
育
院
及
び
二
三
の
教
會
が
藥
撃
せ
ら
れ
た
。
更
に
同
月
に
は
、
ヴ
ェ
ニ
ス
が
叉
捲
製
せ
ら
れ
、
三
寺
院
が
破
壊
或

は
破
損
せ
ら
れ
だ
の
み
な
ら
ず
、
病
院
及
び
種
々
の
歴
史
的
記
念
物
も
損
壊
せ
ら
れ
π
。
八
月
二
十
一
日
の
夜
に
、

ヅ
』
ス
は
叉
々
襲
撃
せ
ら
れ
、
三
十
個
の
爆
揮
が
投
下
せ
ら
れ
π
。
損
害
は
死
者
七
」
負
傷
者
七
で
あ
つ
陀
。
岡
夜

は
叉
コ
ル
ヲ
ラ
ッ
ツ
λ
O
o
箒
亀
器
容
）
に
も
多
歎
の
爆
弾
が
投
下
き
れ
た
が
．
数
名
の
負
傷
者
を
出
し
化
に
過
ぎ
な
か

つ
た
。
引
績
き
二
十
二
日
及
ぴ
二
十
三
日
に
も
ヅ
』
ス
は
室
襲
せ
ら
れ
た
が
、
殖
ん
ど
損
害
は
無
か
つ
ね
（
1
9
）
。

　
以
上
述
べ
た
ε
こ
ろ
が
、
濁
・
填
を
主
ε
す
る
中
央
ヨ
7
ロ
．
バ
軍
が
、
欧
洲
に
國
家
を
も
つ
同
盟
及
ぴ
聯
合
軍
中

の
主
な
る
國
々
に
封
す
る
盛
中
襲
盤
の
大
要
で
あ
る
。
ド
ィ
ッ
の
大
識
中
に
行
つ
た
塞
襲
は
實
に
二
千
同
以
上
に
逮

す
る
こ
ピ
は
、
ド
ィ
ッ
の
公
報
す
る
ピ
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
、
こ
れ
等
の
詳
細
を
記
述
す
る
こ
ε
は
極
め
て
困
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難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
察
職
法
規
の
研
究
に
は
重
要
な
る
意
義
は
有
し
な
い
（
20
）
。
　
同
盟
及
ぴ
聯
合
國
側
k
在
つ

た
ロ
シ
ヤ
の
如
き
怯
勿
論
．
濁
填
側
の
爲
に
襲
撃
せ
ら
れ
だ
。
例
へ
ぱ
、
一
九
一
四
年
十
一
月
及
び
十
二
月
に
は
ヴ
．

ル
ン
ヴ
4
箪
（
＜
程
8
≦
o
）
が
室
襲
せ
ら
れ
て
、
非
職
圃
員
た
る
多
薮
の
犠
牲
者
を
出
し
（
盟
）
、
叉
一
五
年
三
月
よ
り
四

月
に
亘
つ
て
は
、
ラ
ド
ム
（
寄
＆
箆
）
、
ヤ
ス
ス
く
鉱
。
）
、
ヴ
ゲ
ァ
》
チ
ジ
チ
ソ
ス
ヵ
（
く
。
扇
男
N
。
§
琶
ε
、

オ
ス
ト
ゥ
質
レ
ソ
カ
（
9
ヰ
〇
一
窪
寄
）
等
の
附
近
に
在
る
諸
病
院
が
爆
撃
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
等
の
病
院
は
、
何
れ
も
攻
盤

の
圓
的
物
た
ら
ざ
る
こ
ε
を
表
示
す
る
爲
に
、
赤
十
宇
の
徽
章
を
明
瞭
に
認
め
得
る
様
に
掲
げ
て
ゐ
た
ε
の
こ
ε
で

あ
る
（
羽
）
。

　
　
倉
）
　
駕
窪
讐
o
糞
ド
伽
目
8
0
3
0
℃
・
6
ぎ
導
呂
ド
蜜
O
崩
O
勢
言
3
0
マ
魯
・
ヤ
ま
や
＄
・

　
　
衡
）
　
国
・
毘
㎝
畠
3
切
・
毒
一
身
舅
F
U
・
禦
一
ど
く
営
冨
『
冨
o
ぎ
一
旨
≦
、
亀
持
該
茜
矯
G
嬉
悟
麟
閃
岱
・
o
o
・
。
o
α
・

　
　
駐
）
　
国
o
一
一
葺
山
｝
o
ヤ
o
一
蛭
℃
・
葛
雪

　
　
翁
）
　
置
翫
管
駕
噛
o
℃
・
o
ぎ
つ
密
“
・

　
ω
　
ド
ィ
ッ
に
封
す
る
塞
襲

　
濁
填
側
の
室
襲
に
封
し
て
、
聯
合
國
側
で
も
決
し
て
沈
獣
を
守
つ
て
ゐ
た
む
け
で
は
な
い
。
聯
合
國
側
は
狗
填
側

の
室
襲
が
、
國
際
法
規
を
無
親
し
た
無
差
別
的
な
襲
撃
で
あ
う
、
或
は
叉
故
意
に
輔
般
市
民
を
畏
怖
せ
し
め
て
載
勝

を
牧
め
ん
ε
す
る
も
の
で
あ
る
ビ
し
て
非
難
す
る
が
、
濁
填
側
も
亦
ヒ
れ
ピ
同
楼
な
非
難
を
聯
合
國
側
に
封
し
て
浴

　
　
　
　
窪
戦
法
規
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
一
三
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聖
磯
決
規
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

せ
る
。
實
際
に
於
て
は
、
双
方
ε
も
故
意
に
、
或
は
不
可
避
的
に
、
國
際
法
或
は
人
道
蓮
反
の
爆
撃
を
行
つ
た
こ
ビ

は
亭
實
で
あ
る
。
然
し
聯
合
軍
側
の
鍵
中
襲
撃
は
、
敵
國
側
に
比
し
て
、
そ
の
同
数
が
少
な
く
、
從
つ
て
、
敵
に
奥

へ
た
損
害
よ
ウ
竜
敵
よ
ウ
被
つ
た
損
害
の
方
が
大
で
あ
つ
た
こ
ご
も
事
實
で
あ
る
。
殊
に
開
戦
の
當
時
に
於
て
さ
う

で
あ
つ
た
。

　
十
四
年
十
一
月
に
、
佛
軍
の
飛
行
機
は
遠
く
フ
ヲ
警
ド
ソ
．
ヒ
ス
ハ
書
フ
ェ
ソ
（
津
剛
＆
浮
『
言
～
嶺
）
設
で
飛
び
、
同

地
に
あ
る
ツ
ニ
．
ペ
リ
ソ
の
格
納
庫
に
爆
盤
を
加
へ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
多
大
の
損
霧
を
興
へ
た
。

　
十
五
年
八
月
二
十
五
日
に
は
、
佛
軍
の
輔
飛
行
船
は
ド
ィ
ヲ
ン
ゲ
γ
（
ご
霞
護
窪
）
を
襲
ひ
、
同
地
に
在
る
砲
弾
及

び
軍
需
品
の
工
揚
を
爆
撃
し
、
四
二
〇
名
の
使
用
人
が
死
し
た
ε
の
こ
ε
で
あ
る
。
同
年
九
月
k
は
、
佛
機
は
、
ζ

き
彦
き
ガ
〃
ト
（
ω
ε
ヰ
鵯
菖
を
襲
ひ
、
同
地
の
宮
殿
は
大
損
傷
を
被
ウ
、
又
多
鐵
の
市
民
が
殺
傷
せ
ら
れ
た
ε
云
は

れ
て
ゐ
る
。
同
十
一
月
に
は
、
佛
機
は
ア
ル
サ
ス
州
の
ダ
ル
ナ
．
ハ
（
U
窪
轟
魯
）
の
轟
瓦
斯
工
場
を
襲
盤
し
て
≧
れ
を

大
破
せ
し
あ
た
。
共
際
四
十
二
名
の
ド
イ
ツ
人
使
用
人
は
、
瓦
斯
爆
登
の
爲
に
死
亡
し
た
ピ
報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
十
六
年
一
月
に
は
、
佛
機
は
更
に
メ
．
ッ
（
客
。
ε
を
襲
ひ
、
兵
士
輔
名
及
び
数
名
の
市
民
を
殺
し
、
三
十
名
を
負
傷

せ
し
め
泥
。
乙
の
時
は
、
同
地
の
停
車
揚
及
び
兵
讐
を
狙
つ
て
爆
撃
し
た
の
で
あ
る
ε
報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
同
月
更

に
フ
ラ
ン
ヌ
の
一
飛
行
船
ほ
、
漣
，
デ
ン
（
国
＆
0
5
）
の
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
（
穿
鉱
享
お
）
に
窪
襲
を
行
つ
た
。
こ
れ
は
無
防
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守
の
都
市
で
あ
る
が
、
ツ
ェ
．
ペ
リ
ソ
の
エ
ペ
ル
、
昂
7
（
団
℃
・
暮
竃
）
地
方
の
村
落
を
爆
撃
し
た
行
爲
に
封
す
る
復
仇
で

あ
る
ε
ψ
ム
の
が
、
佛
國
側
の
言
ひ
分
で
あ
る
。
こ
の
襲
撃
で
は
、
佛
國
側
の
言
に
よ
れ
ば
．
停
車
揚
ε
軍
事
的
施

設
に
封
し
て
爆
撃
を
行
つ
た
の
み
で
あ
る
、
ε
。
六
月
二
十
二
日
（
十
五
日
ビ
寵
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
）
、
そ
れ
嫡

丁
度
聖
餐
祭
に
嘗
る
日
で
、
室
も
亦
す
が
く
し
く
晴
れ
た
、
初
夏
の
長
閑
な
日
に
、
中
部
欧
洲
の
知
名
の
保
養
地

力
1
〃
ス
ル
，
エ
（
凶
毘
駒
陰
歪
密
）
は
突
如
佛
機
の
室
襲
を
受
け
た
。
そ
し
て
二
十
九
個
の
爆
強
が
多
敏
人
の
集
合
せ
る

所
に
投
せ
ら
れ
た
。
こ
の
爲
に
二
三
三
名
の
死
傷
者
を
出
し
、
そ
の
中
に
は
勿
論
多
歎
の
婦
人
。
子
供
も
交
つ
て
ゐ

る
。
ド
イ
ッ
側
が
、
フ
ラ
ソ
ス
の
塞
襲
を
、
法
規
蓮
反
、
人
道
無
硯
ε
呼
ぶ
最
竜
有
力
な
根
撮
の
一
は
、
實
k
カ
，

ル
ス
ル
U
エ
に
封
す
る
佛
機
の
襲
撃
で
あ
る
。

　
大
載
の
最
絡
年
、
即
ち
十
八
年
k
入
つ
て
は
、
聯
合
軍
殊
に
佛
國
の
ド
イ
ッ
に
封
す
る
塗
襲
は
極
め
て
頻
繁
に
行

は
れ
ね
。
就
中
と
ワ
〃
ッ
ヴ
7
ル
ト
地
方
（
ω
。
署
無
塁
匙
禽
。
鵯
民
）
k
在
る
諸
市
邑
、
例
へ
ぱ
、
シ
ュ
ト
．
ヵ
ズ

（
望
2
汁
8
》
）
、
カ
ン
デ
〃
γ
（
民
磐
山
o
言
）
、
ヴ
ァ
ル
ト
キ
ル
ヒ
（
毛
葺
色
昏
9
）
．
オ
｝
バ
ア
ヘ
ル
ソ
（
O
び
辞
8
ぽ
言
）
、
シ
晶

ウ
㌔
ソ
ニ
ソ
ゲ
ン
（
Q陰
O
げ
毒
“
旨
鼠
旨
σ
q
o
ロ
）
、
エ
ッ
グ
ソ
ハ
イ
ム
（
国
窪
0
5
ゲ
缶
旨
）
、
キ
ッ
ペ
ソ
ハ
イ
ム
（
閤
む
℃
O
菖
一
鼠
旨
）
、
フ
η
イ

緯
プ
ソ
シ
凸
タ
ッ
・
卜
（
］
『
『
O
鶴
α
6
昌
肋
仲
9
《
犀
或
は
ハ
オ
・
ル
ペ
，
ダ
奪
●
バ
U
一
ア
ン
ー
バ
ー
一
プ
ソ
一
幽
O
一
一
σ
似
（
一
〇
『
ピ
σ
山
禽
イ
一
W
釦
山
㊧
旨
一
こ
も

呼
ば
れ
る
）
及
び
ズ
ル
ツ
プ
ル
ク
（
望
甘
夏
お
）
等
が
犠
牲
ε
な
つ
た
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
ド
イ
ッ
側
の
言
に
よ
れ
ぱ
、

　
　
　
　
垂
識
法
臨
序
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榊
騨
置
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筆
璃
決
規
序
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

何
等
軍
事
的
施
設
を
有
せ
ざ
る
且
無
防
守
の
都
市
で
あ
る
。
其
他
、
ケ
ル
ソ
（
醤
警
）
、
レ
罪
ル
ラ
．
ハ
（
額
蕃
魯
）
、

ド
ナ
ウ
エ
シ
ソ
ゲ
ソ
（
U
睾
窪
o
零
ザ
ぎ
㎎
9
）
、
ク
畠
警
ピ
ソ
ゲ
ソ
（
↓
三
》
『
磯
窪
）
、
メ
ル
チ
塑
ヒ
（
嵩
o
『
N
げ
）
、
オ
，
バ
蓼
ヱ

ム
メ
〃
（
O
ぴ
霞
o
目
ヨ
巴
）
、
ラ
警
ル
（
罫
ぼ
）
等
の
諸
市
邑
も
攻
撃
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
簿
は
、
ド
イ
ッ
側
の
言
ふ
ε
≧
ろ

で
は
．
殆
ん
ご
軍
事
的
意
義
を
有
し
な
い
都
市
で
あ
る
。
な
ぽ
、
佛
機
は
途
に
は
野
職
病
院
迄
も
攻
撃
の
目
標
ε
し
、

而
も
そ
の
病
院
π
る
を
知
ウ
な
が
ら
爆
撃
を
敢
て
し
て
、
こ
の
種
の
襲
盤
に
よ
蚤
＝
二
五
名
の
死
者
ε
四
〇
〇
名
以

上
の
傷
者
を
出
し
た
。

　
ド
ィ
ッ
の
登
表
す
る
ε
≧
ろ
に
ょ
れ
ば
、
ド
ィ
ッ
領
域
内
の
み
に
て
、
敵
の
航
塞
機
よ
り
投
下
せ
ら
れ
た
爆
強
の

数
は
総
計
五
、
二
二
二
個
、
こ
れ
が
爲
k
七
三
一
名
の
死
者
霊
剛
、
三
九
四
名
の
負
傷
者
を
出
し
、
そ
れ
等
の
犠
牲
者

の
大
部
分
は
一
般
市
民
で
あ
っ
泥
ε
い
ム
（
器
）
。

　
　
翁
）
輿
国
鴇
ザ
3
鼻
箋
容
ヨ
馨
乎
｝
・
切
巴
“
〈
α
澤
馨
胃
ぎ
≦
。
葬
蕾
寧
“
切
騨
G
鴇
矯
o
o
・
o
o
o
o
－
o
。
y
O
層
ヨ
3
8
・
o
篤
マ
ま
ω
－
麟
・

　
　
　
　
評
年
畠
』
ぎ
ψ
鎚
・
峯
な
ほ
り
o
乞
は
、
彼
の
著
ピ
鼠
段
ぽ
豊
8
ぎ
十
二
買
覧
難
竃
に
於
て
、
大
職
中
の
塞
戦
を
記
述
し
た
も
の

　
　
　
　
と
し
て
の
代
表
的
な
著
轡
及
ぴ
論
文
で
あ
る
O
帥
ヨ
3
垣
〇
一
ぎ
島
’
鼠
豊
磐
げ
器
2
頴
ヨ
9
身
等
の
記
述
（
私
も
こ
れ
等
の
も
の
に
よ
つ

　
　
　
　
た
）
は
．
決
し
℃
客
観
的
な
諭
述
で
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
o
ド
イ
ッ
人
が
ド
イ
ッ
を
辮
護
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
o
そ
こ
で
、
公
亭
を
期

　
　
　
　
す
る
爲
に
隻
ド
イ
ッ
の
佛
・
英
等
に
加
へ
た
攻
撃
は
主
と
し
て
佛
・
英
の
文
献
に
よ
り
、
こ
れ
と
反
野
に
、
聯
合
國
側
の
ド
イ
ッ
に
野
す

　
　
　
　
る
攻
撃
は
ド
イ
ツ
の
丈
献
を
主
と
し
て
参
照
し
て
記
述
し
た
o


